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第１２回 串本町農業委員会定例会会議録 

 

 

日  時  平成２７年３月１０日（火）午後１時３０分～ 

場  所  串本町文化センター２F A会議室 

招 集 者  串本町農業委員会会長 西謙譲 

議  事   

第５３号 農地法第２条の農地でない旨の証明願について 

第５４号 串本町農業経営基盤強化促進事業実施方針による利用権の設定について 

第５５号 農地法第３条の規定による許可申請について 

第５６号 農地法第３条の規定による許可申請について 

第５７号 農地法第５条の規定による許可申請について 

出席委員   

   １番 宇井良子  ２番 尾鷲壽夫  ３番 吉川きり子 ４番 小山喜行 

  ５番 坂田完爾  ６番 阪田洋好  ７番 坂本渡   ８番 芝崎憲年 

  ９番 鈴木利朗 １０番 竹田敏明 １１番 地當博己 １２番 角是明  

 １３番 中谷清可 １４番 中村省一 １５番 西謙譲  １６番 西豊 

 １７番 東地寧司 １８番 平崎茂樹 １９番 福島雄一 ２０番 増本昌弘 

 ２１番 山下敏文 ２２番 吉井孝夫 

欠席委員   

  なし 

出席した職員 

  森嶋・松山 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

増本委員 

 

議長 

 

増本委員 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

皆さん本日も、お忙しい中、ご出席頂きましてありがとうございます。 

三寒四温ということで、暑かったり寒かったりという日が続いております

が、これから皆さん農作業等で何かとお忙しいことと思われますが、体調

など崩されないよう十分気をつけて頂きたいと思います。 

それではただいまから、平成２６年度第１２回串本町農業委員会定例会

を始めます。本日欠席はありません。久しぶりの全員出席です。 

本日の会議録署名委員は、１９番の福島委員、２０番の増本委員を指名

します。本日の議案は５件となっております。議事進行にご協力よろしく

お願いします。 

それでは早速議題に入ります。議案第５３号、農地法第２条の農地でな

い旨の証明願を議題といたします。それでは事務局、提案趣旨の説明をお

願いします。 

 

（議案書に従い朗読。） 

 

それでは、現地調査委員の報告をお願いします。 

 

２０番、増本です。 

 

２０番、増本委員。 

 

（担当委員の現地調査報告。） 

 

ありがとうございました。それでは、ただいまの現地調査報告並びに事

務局からの提案趣旨説明について、質疑のある方ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

よろしいですか、無いようですのでお諮りをします。本案については、

原案通り承認することに異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

 異議なしの声多数につき、本案については原案どおり承認することに決

定致しました。 

 次へ参ります。議案第５４号、串本町農業経営基盤強化促進事業実施方



 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

議長 

 

議長 

 

 

小山委員 

 

議長 

 

小山委員 

 

議長 

 

 

 

小山委員 

 

 

 

議長 

 

 

坂田委員 

 

議長 

 

坂田委員 

 

針による利用権の設定についてを議題とします。事務局提案趣旨の説明を

お願いします。 

 

（議案書に従い朗読。） 

 

 それでは、現地調査委員の報告ですが、私の担当地区でありますので、

私がご報告させて頂きます。 

 

 （担当委員の現地調査報告。） 

 

 私ご説明させて頂いた現地調査並びに事務局の提案趣旨説明について、

何かご質問等ございませんか。 

 

 ４番、小山です。 

 

４番、小山委員。 

 

この方若いのに、世帯員４名となっておりますが。 

 

 その辺は詳しく分かりませんが、友達で何人か手伝いに来てる方がおり

ますので、それらを含めて数に入れているんだと思います。家族とは違い

ます。 

 

 この方以前に樫野で金柑を作りたいということで農地を借りたんです

が、一回も作りに来なかったということがありました。ですので、ご質問

させて頂きました。 

 

 私もその話は以前聞いたことがあります。もう賃借権は解除されていま

すが。今回の場所はもう本人が耕作しています。 

 

 ５番。 

 

 ５番、坂田委員。 

 

 別の場所で借りているため、期間を合わせたいという話でしたが、貸付

人は同じ人ですか。 



 

議長 

 

坂田委員 

 

議長 

 

吉井委員 

 

 

議長 

 

事務局 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 また別の人です。 

 

 はい、分かりました。 

 

 他にありませんか。２２番、吉井委員。 

 

 今回借り受ける土地が、２２４９㎡ということですが、このほかに借り

ている農地があるんですよね。それはどこにも出てきていないんですか。 

 

 事務局。 

 

 右下のところに今回利用権の設定を受ける土地という欄があり、その右

隣に現在耕作に供している農用地の面積という欄がありますので、本来で

あればここに他に借り入れている農地が記入されるべきなんですが、ちょ

っと記入漏れとなっております。すいません。 

 

 他にございませんか。 

 

（なしの声） 

 

無いようですのでお諮りをします。本案については、原案通り承認する

ことに異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

 異議なしの声多数につき、本案については原案どおり承認することに決

定致しました。 

 次へ参ります。議案第５５号、農地法第３条の規定による許可申請につ

いてを議題とします。議事に入る前に、２１番の山下委員が当事者となり

ますので、退室をお願い致します。 

 

（山下委員、退室） 

 

それでは、事務局提案趣旨の説明をお願いします。 

 



事務局 

 

議長 

 

 

議長 

 

議長 

 

 

坂田委員 

 

議長 

 

坂田委員 

 

 

議長 

 

坂田委員 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 （議案書に従い朗読。） 

 

 続きまして現地調査委員の報告ですが、私の担当地区でありますので、

私からご報告させて頂きます。 

 

 （担当委員の現地調査報告。） 

 

 それでは、ご説明させて頂いた現地調査並びに事務局の提案趣旨説明に

ついて、何かご質問等ございませんか。 

 

 ５番。 

 

５番、坂田委員。 

 

 公図で見ますと○○○番という三角の小さな土地が抜けておりますが、

ここはどうなっていますか。 

 

 ここは昔の井戸です。 

 

 分かりました、何か反対されているのかなと思って。場所も良いところ

だと思って見ておりました。 

 

 他にありませんか。 

 無いようですのでお諮りを致します。本案については、原案通り可決決

定することにご異議ございませんか。 

 

（異議無しの声） 

 

異議なしの声多数につき、本案については原案どおり承認することに決

定致しました。 

 山下委員を呼んで参りますので、しばらくお待ち下さい。 

 

（山下委員入室） 

 

 次へ参ります。議案第５６号、農地法第３条の規定による許可申請につ

いてを議題とします。議事に入る前に、１０番の竹田委員が当事者となり



 

 

 

 

議長 

 

事務局 

 

議長 

 

山下委員 

 

議長 

 

山下委員 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

ますので、退室をお願い致します。 

 

（竹田委員退室） 

 

 それでは事務局提案趣旨の説明をお願いします。 

 

 （議案書に従い朗読） 

 

 続きまして現地調査委員の報告をお願いします。 

 

 ２１番、山下です。 

 

 ２１番、山下委員。 

 

 （担当委員の現地調査報告。） 

 

 ありがとうございました。ただいまの事務局からの提案趣旨説明並びに

現地調査委員の報告について、何かご質問等ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

無いようですのでお諮りを致します。本案については、原案通り可決決

定することにご異議ございませんか。 

 

（異議無しの声） 

 

異議なしの声多数につき、本案については原案どおり承認することに決

定致しました。 

 竹田委員を呼んで参りますので、しばらくお待ち下さい。 

 

（竹田委員入室） 

 

 次へ参ります。議案第５７号、農地法第５条の規定による許可申請につ

いてを議題とします。事務局から提案趣旨の説明をお願いします。 

 

 （議案書に従い朗読。） 



 

議長 

 

芝崎委員 

 

議長 

 

芝崎委員 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

  

それでは現地調査委員の報告をお願いします。 

 

 ８番、芝崎です。 

 

 ８番、芝崎委員。 

 

 （担当委員の現地調査報告。） 

 

 ありがとうございました。それではただいまの現地調査報告並びに提案

趣旨説明に何かご質問等ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

無いようですのでお諮りを致します。本案については、原案通り可決決

定することにご異議ございませんか。 

 

（異議無しの声） 

 

異議なしの声多数につき、本案については原案どおり承認することに決

定致しました。 

 以上をもちまして、本日予定していた議案が全て終了致しました。あり

がとうございました。 

 

（その他の項において、事務局より全国農業新聞の購読依頼を各委員に行

う） 

 

 以上をもちまして、第１２回定例会を閉会致します。ありがとうござい

ました。 

 

 

午後２時１０分 定例会終了 

 

 

 


